
電気需給約款新旧対照表

第 28 条 制限または中止の電気料金割引 第 28 条 制限または中止の電気料金割引

(1)

イ 割引の対象

ロ 割引率

1月中の制限、または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。

ハ 制限または中止延べ日数の計算

(2)

第 1 表 電力料金表 第 1 表 電力料金表

(1) まいど坊っちゃんプラン （税込） (1) まいど坊っちゃんプラン （税込）

単位 料金単価 単位 料金単価

1契約 2,444.44円 1契約 2,453.00円

100kWh超過300kWhまで 23.42円 100kWh超過300kWhまで 23.43円

300kWh超過分 25.46円 300kWh超過分 27.72円

(2) おおきに坊っちゃんプラン （税込） (2) おおきに坊っちゃんプラン （税込）

単位 料金単価 単位 料金単価

1契約 340.18円 1契約 389.41円

15kWh超過120kWhまで 20.31円 15kWh超過120kWhまで 20.31円

120kWh超過300kWhまで 24.44円 120kWh超過300kWhまで 25.71円

300kWh超過分 26.78円 300kWh超過分 28.70円

(3) まいど赤シャツプラン （税込） (3) まいど赤シャツプラン （税込）

単位 料金単価 単位 料金単価

1kVA 356.48円 1kVA 405.94円

最初の120kWhまで 18.33円 最初の120kWhまで 17.91円

120kWh超過300kWhまで 22.40円 120kWh超過300kWhまで 21.12円

300kWh超過分 23.42円 300kWh超過分 23.63円

(4) おおきに赤シャツプラン （税込） (4) おおきに赤シャツプラン （税込）

単位 料金単価 単位 料金単価

1kVA 387.03円 1kVA 405.94円

最初の120kWhまで 17.82円 最初の120kWhまで 17.91円

120kWh超過300kWhまで 19.35円 120kWh超過300kWhまで 21.12円

300kWh超過分 21.89円 300kWh超過分 23.63円

(5) まいど山嵐プラン （税込） (5) まいど山嵐プラン （税込）

単位 料金単価 単位 料金単価

1kW 1,018.51円 1kW 1,045.79円

夏季 14.25円 夏季 14.43円

その他季 13.24円 その他季 12.95円

第 2 表 契約事務手数料 （削除）

(1)    契約事務手数料として2,500円（税込）を要します。

※実際の請求額には毎月単価が変動する燃料費調整額および経済産業省資源エネル

ギー庁にて発表される毎年単価が変更となる再生可能エネルギー発電促進賦課金が含

まれます。

区分 区分

基本料金 基本料金

電力量料金 1kWh 電力量料金

区分

電力量料金 1kWh

基本料金

1kWh

基本料金

電力量料金 1kWh

※実際の請求額には毎月単価が変動する燃料費調整額および経済産業省資源エネル

ギー庁にて発表される毎年単価が変更となる再生可能エネルギー発電促進賦課金が含

まれます。

区分

電力量料金

区分

定額料金（最初の100kWhまで）

電力量料金 1kWh

区分

基本料金

定額料金（最初の15kWhまで）

電力量料金 1kWh

1kWh

基本料金

電力量料金 1kWh

区分

定額料金（最初の15kWhまで）

電力量料金 1kWh

改定前（2023年3月31日まで） 改定後（2023年4月1日以降）

当社は本約款27(1)によって、従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止

し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合も、料金を割引いたしませ

ん。

1kWh

区分

当社は本約款27(1)によって、従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止

し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い電気料

金算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、

そのお客さまについては割引いたしません。

基本電気料金といたします。ただし本約款 17(1)イ、ロの場合は、制限または中止の

日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。

延べ日数は、1日のうち延べ1時間以上制限し、または中止した日を1日として計算い

たします。

(1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事

の必要上当社がお客さまに3日前までにお知らせして行う制限または中止は、1月につ

き1日を上限として計算に入れません。この場合の1月につき1日とは、電気料金の算

定期間の1暦日（制限または中止が1暦月に 2回以上行われた場合には、先に到来する

日といたします。）における1回の工事による制限または中止の時間といたします。

区分

区分

定額料金（最初の100kWhまで）

電力量料金


